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社団法人 京都府建築士事務所協会 

  倫理規程 

 

（目  的） 

第１条 この規程は、本会の正会員が保持すべき倫理を定めるものである。 

（会員の使命） 

第２条 正会員は、建築士事務所憲章に基づき建築士事務所として行う業務を通じて建築や環

境が文化の形成に占める重要な意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与すると共

に、その使命にふさわしい倫理を自覚し、その倫理を遵守して自らの行動を規律する社

会的責任を負わなければならない。 

（建築法令等の遵守） 

第３条 正会員は、建築基準法、建築士法、建築関係法令及び本会の定款、細則等諸規程を遵

守しなければならない。 

（業務の誠実な遂行） 

第４条 正会員は、依頼者の要請が公共あるいは利用者の利益に反しないよう誠実に業務を遂

行しなければならない。 

（違法行為の拒否） 

第５条 正会員は、法令違反にあたる行為をしてはならない。これは依頼者の要請があっ 

た場合においても同様とする。 

（秘密の保持） 

第６条 正会員は、依頼者について業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、または

利用してはならない。 

（自己の研鑽） 

第７条 正会員は、常に高潔な品性を保持し、自己の研鑽に努め、公益の立場に立って最善を

尽くさなければならない。 

（不正行為等による業務受託の禁止） 

第８条 正会員は、不正な行為、信頼を損なう方法若しくは誇大な宣伝によって業務を受託し

てはならない。 

（適正な報酬） 

第９条 正会員は、委託された業務内容に責任を持ち、適正・妥当な報酬について依頼者 

に正しい理解と評価を得るよう努めなければならない。 

（利益供与の禁止） 

第１０条 正会員は、業務に関連する工事施工者等から贈与又は無償の援助を受けてはな 

らない。 

（懲戒規程との関係） 

第１１条 この規程に反した正会員は、別に定める懲戒規程の対象となる。 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て行う。 


